
 
（別添１） 

 

都道府県推進組織に関するガイドライン 

 

１ 設置 

 都道府県における福祉サービス第三者評価事業（以下「第三者評価事業」

という。）の推進組織（以下「都道府県推進組織」という。）は、都道府県、

都道府県社会福祉協議会、公益法人又は都道府県が適当と認める団体に設置

するものとする。 

 なお、都道府県推進組織は、各都道府県に一つに限り設置するものとする。 

 また、都道府県は、都道府県推進組織の適切な運営の確保に努めるものと

する。 

 

２ 業務 

 都道府県推進組織は、以下の業務を行うものとする。 

① 第三者評価機関の認証に関すること 

② 第三者評価基準及び第三者評価の手法に関すること 

③ 第三者評価結果の取扱いに関すること 

④ 評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修に関すること 

⑤ 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発に関すること 

⑥ 第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること 

⑦ その他第三者評価事業の推進に関すること 

 

３ 組織 

 都道府県推進組織には、２の業務を実施するに当たり、第三者評価事業の

公正・中立性及び専門性を確保する観点から、各々次の業務に関し次に掲げ

る委員会を設置するものとする。 

 なお、都道府県推進組織の判断の下、次に掲げる委員会のほか、必要な委

員会を設置することは差し支えないものとする。 

（１） 第三者評価機関認証委員会 

① 第三者評価機関の認証に関すること 

② 第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること 

③ その他第三者評価事業の推進に関すること 

（２） 第三者評価基準等委員会 

① 第三者評価基準及び第三者評価の手法に関すること 

② 第三者評価結果の取扱いに関すること 



 
③ 評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修に関すること 

④ 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発に関すること 

 

４ 第三者評価機関の認証 

（１） 第三者評価機関認証要件 

 都道府県推進組織は、別添２「福祉サービス第三者評価機関認証ガイ

ドライン」に基づいて、第三者評価機関認証要件を策定するものとする。 

 ただし、都道府県の状況等を勘案して必要な場合には、「福祉サービ

ス第三者評価機関認証ガイドライン」を満たした上で所要の修正を行う

ことは差し支えないものとする。 

（２） 第三者評価機関の認証 

 都道府県推進組織は、第三者評価機関の申請を受け、都道府県推進組

織が策定した第三者評価機関認証要件に基づき認証を行うものとする。 

  （３） 第三者評価機関の質の向上 

     質の高い第三者評価機関の確保のため、各都道府県推進組織で認証を

受けている第三者評価機関については、他の都道府県推進組織において

も認証を行うことが望ましい。 

 

５ 第三者評価基準及び第三者評価の手法 

（１） 第三者評価基準 

都道府県推進組織は、別添３「福祉サービス第三者評価基準ガイドラ

イン」及び別添４「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける

各評価項目の判断基準に関するガイドライン」に基づいて、第三者評価

基準を策定するものとする。 

ただし、都道府県の状況等を勘案して必要な場合には、別添３「福祉

サービス第三者評価基準ガイドライン」及び別添４「福祉サービス第三

者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイ

ドライン」を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものと

する。 

（２） 第三者評価の手法 

① 第三者評価の方法 

 第三者評価の方法は、書面調査及び訪問調査によって行うものと

する。 

② 第三者評価を行う事業所に関する留意事項 

 第三者評価機関は、自らが直接経営する事業所、並びに、評価調

査者は、自らが直接関係する事業所の第三者評価を行うことはでき

ないものとする。 



 
③ 第三者評価結果のとりまとめ方法 

 第三者評価結果のとりまとめは、第三者評価の公正・中立性を確

保する観点から、評価調査者の合議によって行うものとする。 

その際、学識経験者等により構成される評価決定委員会を設置し、

合議を行うことが望ましい。 

（３） 利用者の意向の把握 

 利用者の意向を把握することの重要性に鑑み、第三者評価と併せて利

用者調査を実施するよう努めるものとする。 

 

 

６ 第三者評価結果の取扱い 

（１） 第三者評価機関における取扱い 

 第三者評価機関は、事業所の同意を得て別添５「福祉サービス第三者

評価結果の公表ガイドライン」に基づき、第三者評価結果を公表するも

のとする。その際、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」

を満たした上で所要の修正を行うことは差し支えないものとする。 

 また、第三者評価機関は、都道府県推進組織に対して、｢福祉サービ

ス第三者評価結果の公表ガイドライン｣に基づき、第三者評価結果を報

告するものとする。 

 なお、第三者評価機関は、都道府県推進組織に対して、「福祉サービ

ス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、第三者評価結果を報

告することにより、上記に掲げる公表に替えて差し支えないものとする。 

（２） 都道府県推進組織における取扱い 

 都道府県推進組織は、第三者評価機関からの第三者評価結果の報告を

受け、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、

当該第三者評価結果を公表するものとする。また、併せて、事業所の所

在する市町村に対して当該第三者評価結果を情報提供するなど、地域住

民等に対する周知・広報に努めるものとする。 

 ただし、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」を満た

した上で所要の修正を行うことは差し支えないものとする。 

 なお、公表することについて事業所の同意を得ていない第三者評価結

果については、公表しないものとする。 

 

７ 評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修 

 都道府県推進組織は、第三者評価機関の評価調査者（評価調査者の候補を

含む。）に対して、評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修を行うもの

とする。 



 
 なお、カリキュラムについては別添６「評価調査者養成研修等モデルカリ

キュラム」を参考にするものとし、その講師は原則として全国社会福祉協議

会が実施する評価調査者指導者研修を修了した者が行うものとする。 

 

８ 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発 

（１） 情報公開 

 都道府県推進組織は、都道府県推進組織に関する事項及び認証した第

三者評価機関に関する事項（例：名称、代表者名、所在地、評価対象サ

ービス及び評価料金等）についての情報公開を行うものとする。 

（２） 普及・啓発 

 都道府県推進組織は、第三者評価事業に対する正しい理解及び受審の

促進に向けた普及・啓発を行うものとする。 

 

９ 第三者評価事業に関する苦情等への対応 

 都道府県推進組織は、第三者評価事業に対する苦情等に対して、適切に対

応するものとする。 

 

１０ その他第三者評価事業の推進に関すること 

（１） 第三者評価機関との情報交換等 

 都道府県推進組織は、認証した第三者評価機関との定期的な情報交換

を行う等、第三者評価事業の推進に関する業務を行うものとする。 

（２） 事業の実施状況等の報告 

 都道府県推進組織は、毎事業年度終了後速やかに全国社会福祉協議会

に対し、全国社会福祉協議会が別途定める様式等により、事業の実施状

況等を報告するものとする。 

 

 

 


